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　長寿医療制度（後期高齢者医療制度）に加入されている方のうち、保険料を年金からお支払いされている
方は、８月が本年度３期目のお支払い月です。
　また、納入通知書又は口座振替によるお支払いをされている方は、８月31日が第１期分の納期限となって
います。
　なお、平成20年度の保険料のお支払いが、保険料軽減措置（均等割8.5割軽減、所得割５割軽減）により平
成20年８月の年金からのお支払いで終わっていた方は、今年度の保険料のお支払い方法が、以下のとおり年
度途中で変わりますのでご注意ください。

【昨年度の８月の年金で20年度保険料のお支払いが終わった方の今年度保険料のお支払い方法】

　　：年金からのお支払い　　　：口座振替によるお支払い　　　：納入通知書または口座振替によるお支払い

※年金の受給額が年額18万円未満の方、長寿医療制度の保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の１／２を超える方は、
10 月以降も納入通知書または口座振替によるお支払いとなります。
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　口座振替への変更をご希望される方は、住民課保険医療係へお申し出ください。

※ご注意いただきたいこと
①口座振替へ変更しても、年間の保険料は変わりません。
②既に年金からのお支払いから口座振替への変更手続きをさ
れている方は、改めてお申し出いただく必要はありませ
ん。
③年金からのお支払いなどから口座振替に変更となる時期は
お申し出の時期により異なります。
④国民健康保険税を口座振替によるお支払いをされていた方
も、長寿医療制度へ加入された場合は、お手数ですが、再
度口座振替の手続きが必要となります。
⑤長寿医療保険料の支払い額は、所得税や個人住民税の社会保険料控除の対象となります。なお、加入者本
人以外の口座からお支払いの場合は、支払われた方の社会保険料控除の対象となります。
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　同じ世帯の加入者（被保険者）の方全員が、１年間に支払われた医療保険と介護保険の自己負担額の合計
が基準額を超えたときは、その超えた金額を「高額医療・高額介護合算療養費」として支給します。

　通常、毎年８月からその翌年の７月末までの医療
保険と介護保険の自己負担額の合計をもとに計算し
ます。
　なお、平成20 年4 月から制度が開始されたため、
平成21年度に限り、平成20年４月から平成21年７
月末の16か月間の合計額で計算した場合の自己負
担額の合計の基準額は、（ ）内の金額です。
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自己負担額の合計
の基準額区　　　　分

67万円（89万円）現役並み所得者

56万円（75万円）一般

31万円（41万円）区分�
住民税非課税世帯

19万円（25万円）区分�

（年金天引きの要件に該当する方は、10月以降は年金から
のお支払いとなります）


